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第５章 給水装置の基本計画 

１．  基本計画 

給 水装 置 の基 本 計画 は、基本 調 査、給 水 方式 の決 定 、計画 使 用 水量 の決定 、給水 管 の口

径 の決 定 等からなっており、給 水装 置 にとって最 も基 本 的な事 項を決 定 するもので極 めて重 要

である。 

1.1 基 本調 査  

基 本調 査 は、計 画 ・ 施 工 の基 礎となる重 要 な作業 であり、調査 の良否 は計 画の策定 、施

工 、さらには給 水 装 置 の機能 にも影 響するものであるので、慎重 に行うこと。 

基 本調 査 は、主 任 技 術者 が行うものとし、標 準 的な調 査 項目 、調 査内 容 は次 のとおりであ

る。 

 

表5.1.1 調 査 項目 ・ 内 容  

調 査項 目  調 査内 容  
調 査（ 確認 ） 場 所  

申 込者  管 理者  現  地  その他  

①工 事 場所  町 名 、番 地 等 住 居 表 示 番 号  ○  ○  

②使 用 水量  
使 用 目 的 ( 事 業 ・ 住 居 ) 、 使 用 人

員 、延 床 面 積 (有 効 面 積 )、取 付 栓

数  

○  ○  

③ 既 設 給 水 装
置 の有 無  

所 有 者 、布 設 年 月 、水 栓 番 号 、口
径 、形 態 (単 独 栓 ・ 連 合 栓 )、管 種 、
布 設 位 置 、使 用 水 量 、 

○ ○ ○ 所 有 者  

④屋 外 配管  
止 水 栓 及 びメーターの位 置 、給 水
管 の布 設 位 置 、道 路 との高 低 差  

○ ○ ○  

⑤供 給 条件  

給 水 条 件 、給 水 区 域 、３ 階 以 上 の
直 結 給 水 対 象 地 区 、 配 水 管 へ の
取 付 から水 道 ﾒｰﾀｰまでの工 法 、工
期 、その他 工 事 上 の条 件 等  

 ○   

⑥屋 内 配管  
給 水 栓 の位 置 (種 類 と個 数 )、給 水
用 具  

○  ○  

⑦ 配 水 管 の 布
設 状況  

口 径 、管 種 、布 設 位 置 、配 水 管 の
水 圧 、高 所 給 水 地 区 、ポンプ給 水
地 区  

 ○ ○  

⑧道 路 の状 況  
種 別 (公 道 ・ 私 道 )(国 道 ・ 市 道 )、幅
員 、舗 装 種 別 、 

  ○ 
道 路管
理 者  

⑨ 各 種 埋 設 物
の有無  

種 類 (ガス、下 水 道 、電 気 、Ｎ Ｔ Ｔ 、
簡 易 水 道 、集 落 水 道 、農 水 等 ) 
口 径 、布 設 位 置  

 ○ ○ 
埋 設物
管 理者  

⑩ 現 地 の 施 工
環 境  

施 工 時 間 (昼 ・ 夜 )、関 連 工 事   ○ ○ 
埋 設物
管 理者  

⑪ 既 設 給 水 管
か ら 分 岐 す
る場 合 

所 有 者 、給 水 戸 数 、布 設 年 月 、口
径 、管 種 、布 設 位 置 、 既 設 建 物 と
の関 連  

○ ○ ○ 所 有 者  

⑫ 貯 水 槽 方 式
の場合  

貯 水 槽 の構 造 、位 置 、点 検 口 の位
置 、配 管 ルート 

  ○  

⑬ 工 事 に 関 す
る 同 意 承 諾
の取得 確 認  

支 管 引 用 の 承 諾 、 私 有 地 埋 設 承
諾 、その他 利 害 関 係 者 の承 諾  

○ ○ ○ 
利 害関
係 者  

⑭建 築 確認  建 築 確 認 通 知 書 (建 築 確 認 番 号 ) ○    

 

 

 

 

 



 49

２．  給水方式の決定 

給 水方 式 には、直結 式 （ 直 結 直圧 式 ・ 直 結増 圧 式 ）、貯 水 槽 式及 び直 結 ・ 貯 水槽 併 用 式、

があり、その方 式 は給 水 高 さ、所要 水 量 、使 用 用 途 及 び維 持管 理 面 を考 慮し決 定すること。 

2.1 直 結直 圧 式  

(1)  配 水管 のもつ水 量 、水 圧 により給 水 装 置 の末端 給 水 栓まで給 水する方式 である。 

（ 図5.2.1）  

(2) 直圧 式 の採 用 条 件  

配 水管 の水圧 及 び水 量 が十 分 で、かつ、常 時 円 滑 な給 水が可能 な場 合で直 結増

圧 式及 び貯 水 槽 式以 外 の場合 。なお、３ 階～ ５ 階 建 てまでは、末端 給 水 栓 で

0.147Mpa（1.5kgf/㎠） 確保 できる地 域。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図5.2.1 直 結 直圧 式 の一 般 図  

 

2.2 直 結増 圧 式  

(1)  配 水管 の水圧 に加え、給 水管 の途 中 に増 圧 装 置を設 置し、圧 力を増 して直 接 給水 する 

方 式である。 

 

図5.2.2 直 結 増圧 式  
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2.3 直 結給 水 拡 大の留 意事 項  

ア 逆 流 防止 対 策  

直 結給 水 の拡 大 は、従 来 の給 水 装置 に比べ給水 栓 の位置 が高 くなり配 水 管 の断 水

時 や減 圧時 に給水 装 置 側の逆 圧が大 きくなる場 合 があること、給 水用 具 の数 が多くそ

の使用 用 途も多岐 にわたることなどを考慮 し、配水 管 の分 岐 から建物 の間の給水 管 に

逆 止弁 を設 置する。特 に直結 増 圧 式 については、減 圧式 逆 流 防止 器 の設 置 など、より

一 層の逆 流防 止 対策 を講 じる必 要 がある。 

イ 既 設 建物 を直 結給 水 に切 替 える場 合  

貯 水槽 式 で給 水 している建 物 を直結 給 水 に切 替 える場 合 は、当 該建 物 の既 設 配管

設 備の管 種や経年 などを考慮 し、状 況 に応じて布 設 替え等 の対 応 を図る必 要 がある。 

（ 漏 水 時の減 免要 綱 参照 ）  

 

2.4 貯 水槽 式  

(1) 貯水 槽 を設け、水 を一 旦これに貯 めてから給 水する方 式である。 

(2) 貯水 槽 式の採 用 条件  

① ３ 階以 上 の高 さの建物 に給水 する場 合 （ ただし、一部 ３ 階 戸 建て・ 共 同 住 宅を除 く）  

② 一 時 に多 量 の水 を必 要とする場 合 

③ 常 時 一定 の水圧 を必 要 とする箇 所  

④ 給 水 の制 限 又は停 止 がなされた場 合でも一 定 の保 安 用水 又 は業務 用 水等 を必 要と

する箇 所  

⑤ 化 学 薬品 工 場又 はメッキ工 場 その他 事 業活 動 に伴い水を汚 染 するおそれのある箇所  

⑥ その他 管理 者が必 要 と認 める場 合 

     ※ 地 上 の階 数 が３ 以上 の部 分 に給 水 栓を設置 する建 築 物及 び一 時 に多量 の水を使

用 する箇 所その他 管理 者 が必 要 と認 める箇 所 には、貯 水槽 を設置 しなければならな

い。 

         ただし、水 道 課が特 に認 めた場 合 は、この限 りでない。 

(3) 貯水 槽 式 給水 の形態  

① 高 置 水槽 式  

貯 水槽 式 給水 の一般 的 なもので、貯水 槽 を設けて一 旦これに受 水 したのち、ポンプ

でさらに高 置 水槽 へ汲み上げ、自 然 流 下 により給水 する方 式 である。（ 図 5.2.3）  

一 つの高置 水 槽から適 当 な水圧 で給 水 できる高 さの範囲 は、10階 程 度なので、高層

建 物では高置 水 槽や減 圧弁 をその高さに応じて多 段に設 置する必要 がある。 

② 圧 力 水槽 式  

小 規模 の中層 建 物に多 く使 用されている方 式 で、貯水 槽 に受 水 したのち、ポンプで

圧 力水 槽 に貯 え、その内 部 圧力 によって給 水する方式 である。（ 図5.2.4）  

③ ポンプ直送 式  

小 規模 の中層 建 物に多 く使 用されている方 式 で、貯水 槽 に受 水 したのち、使 用水 量

に応じてポンプの運転 台 数の変 更や回転 数 制 御 によって給 水 する方 法である。 

（ 図5.2.5）  
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図5.2.3 高 置 水槽 式 図  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

5.2.4 圧 力 水 槽式  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図5.2.5 ポンプ直 送式  
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３．  計画使用水量の決定 

3.1 用 語の定 義  

(1) 計画 使 用 水量  

計 画使 用 水量 とは、給 水 装置 工 事の対 象 となる給水 装置 に給水 される水量 をいい、給

水 管の口 径、貯 水 槽 容 量 の計 画 をする際の基 礎となるものである。 

一 般的 に、直 結 式 給 水 の場 合 は、同 時 使用 水 量 （ 通常 、単 位としてℓ／ 分 を用いる） か

ら求められ、貯 水槽 式の場 合 は、一 日 当たりの使 用水 量 （ ℓ／ 日 ） から求められる。 

(2) 同時 使 用 水量  

同 時使 用 水量 （ ℓ／分 ） とは、給 水 装置 工 事 の対 象 となる給水 装 置内 に設置 されている

給 水用 具 のうちから、いくつかの給 水用 具 を同 時 に使用 する場 合 にその給 水 装 置 を流れ

る水 量をいう。 

例 えば、台 所 や洗 面 所などに取 り付 けられている給水 用 具（ 蛇口 ） が同 時に使 用された

場 合の使 用水 量 であり、瞬時 の最 大 使用 水 量 （ ℓ／分 ） に相当 する。 

(3) 計画 一 日 使用 水 量  

計 画一 日 使用 水 量 は、貯 水 槽式 給 水 の場 合、貯 水 槽容 量 を決定 する基 礎 となり、給

水 装置 工 事の対 象となる給 水 装置 に給水 される水量 であって、一 日当 たりのものをいう。 

 

3.2 計 画使 用 水 量の決 定 

計 画使 用 水量 は、給 水管 の口径 、貯水 槽 容 量の計画 をする際 の基礎 となるものであり、建

物 の用 途 及び水の使 用 用 途 、使 用 人 数、給 水栓 の数等 を考 慮したうえで決定 すること。 

同 時使 用 水量 の算定 にあたっては、各 種算 定 方 法 の特 徴を踏 まえ、使 用実 態 に応じた方

法 を選択 すること。 

 

(1) 直結 式 給 水の計 画使 用 水量  

① 計 画 使用 水 量決 定 方 法 

直 結式 給 水における計 画 使用 水 量は、給 水用 具 の同時 使 用の割合 を十 分 考 慮して

実 態にあった水 量を設 定 することが必 要である。この場合 、計画 使 用 水量 は同 時使 用

水 量から求 める。 

 

ア 一 戸 建て等 における同 時 使用 水 量 の算 定 方 法  

ａ  同時 に使 用 する給 水 用具 を設 定して計算 する方 法  

（ 給 水 用具 数 が30栓 以下 の戸建 て住 宅及 び事 務 所 ビル等 の場合 ）  

同 時に使 用する給水 用 具 数 を表 5.3.1 から求 め、任 意 に同 時 に使 用する給水

用 具を設 定 し、設 定された給水 用 具の吐 水 量 を足 しあわせて同時 使 用水 量 を決

定 する。 

同 時に使 用する給水 用 具 の設 定にあたっては、使 用 頻度 の高いもの（ 台 所、洗

面 所等 ） を含 めること。 

一 般的 な給水 用 具 の種 類 別吐 水 量 は表 5.3.2 のとおりである。 
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表5.3.1 同 時 使用 率 を考 慮 した給水 用 具数  

総 給水 用 具  同 時使 用 率 を考慮 した給 水 用 具数 （ 個 ）  

1 １  

2～ 4 ２  

5～10 ３  

11～15 ４  

16～20 ５  

21～30 ６  

                 「 水 道 施 設 設 計 指針 2024版」 による 

 

 

表5.3.2 種 類 別吐 水 量と対 応する給水 用 具の口 径  

用   途  
使 用水 量  

(ℓ/min) 

対 応する給水 用 器 具

の口径 (㎜) 
備   考  

台 所流 し 

洗 たく流し 

洗 面器  

浴 槽（ 和式 ）  

〃（ 洋 式 ）  

シャワー 

小 便器 (洗浄 水 槽) 

〃  (洗 浄弁 ) 

大 便器 (洗浄 水 槽) 

〃 (洗浄 弁 ) 

手 洗器  

消 火栓 （ 小 型 ）  

屋 外用 水 栓  

洗 車  

 

12～  40 

12～  40 

8～ 15 

20～  40 

30～  60 

8～ 15 

12～  20 

15～  30 

12～  20 

70～130 

5～ 10 

130～260 

15～  40 

35～  65 

 

13～20 

13～20 

13 

13～20 

20～25 

13 

13 

13 

13 

25 

13 

40～50 

13～20 

20～25 

 

 

 

 

 

 

 １ 回 （4～6秒 ） の 

 吐水 量  2～3ℓ 

  

１ 回 （8～12秒 ） の 

 吐水 量  13.5～16.5 

 

 

業 務用  

 

                                「 水 道 施設 設 計 指 針 2024版 」 による 

 

※ 表5.3.2 については、各 々の給 水器 具 の標 準 的な使 用 水量 であるため、実 際に設置 する

給 水器 具 の仕 様 と相 違する場 合は、設置 する給 水 器 具の値 を使用 すること。 
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※ 給湯栓併用の場合は，1個の水栓に対する器具給水負荷単位は上記の数値の3/4とする。

（　空気調和・衛生工学会便覧　第14版による）

給 水 栓

ボールタップ

水飲み水栓

給 水 栓

大便器が洗浄ﾀﾝｸによる場合

大便器が洗浄弁による場合

給 水 栓

給 水 栓

混 合 栓

散 水 ・ 車 庫

湯 沸 し 器

水 飲 み 器

浴 室 一 そ ろ い

浴 室 一 そ ろ い

シ ャ ワ ー

手 洗 器

浴 槽

掃 除 用 流 し

（水栓1個につき）

連 合 流 し

料 理 場 流 し

大 便 器

洗 面 流 し

給 水 栓

3

器 具 名 水　　　　栓

給 水 栓

給 水 栓

給 水 栓

洗 浄 弁

洗 浄 弁

洗 面 器

大 便 器

医 療 用 洗 面 器

食 器 洗 流 し

2

5

3

台 所 流 し

料 理 場 流 し

洗浄タンク

洗浄タンク

0.5

2

3

混 合 栓

給 水 栓

事 務 室 用 流 し

3

3

1

4

2

2 1

2

公衆用

5

10

3

35

6

8

2

1

6

小 便 器

給 水 栓

小 便 器

給 水 栓

給 水 栓

私室用

器具給水負荷単位

3

4

24

4

5

イ 一 定 規模 以 上の給 水 用具 を有する事 務所 ビル等 における同 時 使用 水 量 の算 定 方法  

ａ  給水 用 具給 水 負 荷単 位 による方法 （ 給 水 用 具 数 が31栓 以 上の事 務 所 ビル等 の場

合 ）  

給 水用 具 給水 負 荷 単位 とは、給 水用 具 の種 類 による使 用頻 度 、使 用 時 間 及 び

多 数の給 水用 具 の同 時 使 用を考 慮 した負 荷率 を見 込 み給 水流 量 を単位 化 したも

ので、同時 使 用水 量 の算 出 は、表 5.3.3 の各 種 給 水 用 具の給 水用 具 給水 負 荷

単 位に給 水用 具 数を乗 じたものを累 計 し、図5.3.1 の同時 使 用水 量 図 を利 用 して

同 時使 用 水量 を求 める。 

 

 

 

表5.3.3 給 水 用具 給 水 負荷 単 位 表  
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図5.3.1 給 水 用具 給 水 負荷 単 位による同時 使 用 水量 図  

（①  大 便器 洗 浄弁 が多い場 合 、②大便 器 洗 浄槽 が多 い場 合）  

 

ウ  ３ 階 直結 直 圧式 及 び直 結 増圧 式 の共 同 住宅 における計 画使 用 水 量の算 定方 法  

３ 階 直 結直 圧 式及 び直結 増 圧式 の共同 住 宅における計 画 使用 水 量の算 定 にあ

たって実 使 用に近 く、算 出が容 易で配管 区 間の流 用配 分 も容 易な「 (財 )ベターリビ

ング優 良 住 宅部 品 認定 基 準 （ 「 Ｂ Ｌ 基 準」 ） 」 により算出 する。 
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【 Ｂ Ｌ 基 準による算定 式 】  

Ｑ ＝42Ｎ ０ ． ３ ３     （ 10 戸 未満 ）  

Ｑ ＝19Ｎ 0 .67        （10 戸以 上 600 戸 未 満）  

Ｑ ＝瞬 時 最 大給 水 量（ ℓ /min）  

Ｎ ＝戸 数  

 

表5.3.4 直 結 給水 における計 画使 用 水量 決 定にあたっての主な算 定方 法 一 覧表  

 
直 結 直 圧 式  

（ 2 階 建 まで）  

直 結 直 圧 式  

（ 3 階 直 結 直 圧 式 ）  
直 結 増 圧 式  

専 用 住 宅 （ 戸

建 ）  
同 時 使 用 率  同 時 使 用 率  同 時 使 用 率  

店 舗 付 住 宅  
住 居 部 分 ： 同 時 使 用 率  

非 住 居 部 分 ： 同 時 使 用 率  

住 居 部 分 ： 同 時 使 用 率  

非 住 居 部 分 ： 同 時 使 用 率  

住 居 部 分 ： 同 時 使 用 率  

非 住 居 部 分 ： 同 時 使 用 率  

事 務 所 ・ ビル等  同 時 使 用 率  同 時 使 用 率  同 時 使 用 率  

共 同 住 宅  同 時 使 用 率  Ｂ Ｌ 基 準  Ｂ Ｌ 基 準  

店 舗 付 共 同 住 宅  
住 居 部 分 ： 同 時 使 用 率  

非 住 居 部 分 ： 同 時 使 用 率  

住 居 部 分 ： Ｂ Ｌ 基 準  

非 住 居 部 分 ： 同 時 使 用 率  

住 居 部 分 ： Ｂ Ｌ 基 準  

非 住 居 部 分 ： 同 時 使 用 率  

※1 表 中の「 同 時 使用 率 」について、一 定規 模 以 上の給 水用 具 を有する施 設 （ 水 栓

数 が31 栓以 上 ） の場合 については、「 給 水用 具 負 荷単 位 」 と読 み替 えるもの。 

※2 ただし、上記 表 によりがたい場 合 は、それぞれ施 設 の実 態に応 じた算 定 式を採

用 することができる。 

 

 (2) 貯水 槽 式 給 水 の計 画 使 用水 量 の決 定  

貯 水槽 式 給水 における計 画一 日 使 用水 量 は、建 物 種 類別 単 位給 水 量・ 使 用 時 間 ・

人 員（ 表5.3.5） を用 い、当 該施 設 の規 模 と内 容、給 水 区域 内 における他の使 用実 態な

どを十分 考 慮して算 出すること。 

貯 水槽 への単 位時 間 当 たり給水 量 は、１ 日当 たりの計画 使 用水 量 を使 用 時 間 で除

した水 量 とする。 

計 画一 日 使用 水 量の算 定 には、次の方 法がある。 

① 使 用 人員 から算 出する場合  

１ 人 １ 日 当 たり使用 水 量 （ 表5.3.5） ×使用 人 員  

② 使 用 人員 が把握 できない場合  

単 位床 面 積当 たり使 用 水 量（ 表5.3.5） ×延 床 面積  

③ その他  

使 用実 績 等による積算  

表 にない業態 等 については、使 用 実態 及 び類 似 した業 態等 の使用 水 量 実 績 等

を調 査して算出 すること。また、実 績 資料 等 がない場 合でも、例えば用途 別 及び使

用 給水 用 具ごとに使用 水 量を積 み上 げて算 出する方法 もある。 

 

 

 

 

 



 57

表5.3.5 建 物 種類 別 単 位給 水 量・ 使用 時 間・ 人 員表  

建 物 種 類  
単 位 給 水 量  

（ １ 日 当 たり）  

使 用 時

間  

（ h/日 ）  

注   記  
有 効 面 積 当 たり

の人 員 など 

備     考  

 

戸 建 て住 宅  

共 同 住 宅  

独 身 寮  

200～ 400ℓ/人  

200～ 350ℓ/人  

400～ 600ℓ/人  

10 

15 

10 

居 住 者 1人 当

たり 

0.16人 /㎡ 

0.16人 /㎡ 
 

官 公 庁 ・ 事 務

所  
60～ 100ℓ/人  9 

在 勤 者 1人 当

たり 
0.2人 /㎡ 

男 子 50 ℓ / 人 、 女 子 100 ℓ /

人  

社 員 食 堂 ・ テナント等 は 

別 途 加 算  

工 場  60～ 100ℓ/人  

操 業 時

間  

＋ 1 

在 勤 者 1人 当

たり 

座 作 業 0.3人 /㎡ 

立 作 業 0.1人 /㎡ 

男 子 50 ℓ / 人 、 女 子 100 ℓ /

人  

社 員 食 堂 ・ シャワー等 は 

別 途 加 算  

総 合 病 院  
1500～ 3500ℓ/床  

30～ 60ℓ/㎡ 
16 

延 べ面 積 1㎡

当 たり 
 

設 備 内 容 等 により詳 細 に

検 討 する 

ホテル全 体  

ホテル客 室 部  

500～ 6000ℓ/床  

350～ 450ℓ/床  

12 

12 
  

設 備 内 容 等 により詳 細 に

検 討 する 

客 室 部 のみ 

保 養 所  500～ 800ℓ/人  10    

喫 茶 店  
20～ 35./客  

55～ 130 ℓ/店 舗 ㎡ 
10  

店 舗 面 積 には厨  

房 面 積 を含 む 

厨 房 で使 用 される水 量 の

み 

便 所 洗 浄 水 などは別 途 加

算  

飲 食 店  
55～ 130ℓ/客  

110～ 530ℓ/店 舗 ㎡ 
10  同 上  

同 上  

定 性 的 には、軽 食 ・ そば・

和 食 ・  

洋 食 ・ 中 華 の順 に多 い 

社 員 食 堂  
25～ 50ℓ/食  

80～ 140ℓ/食 堂 ㎡ 
10  

食 堂 面 積 には厨  

房 面 積 を含 む 
同 上  

食 給 食 センタ

ー 
20～ 30ℓ/食  10   同 上  

ﾃﾞﾊﾟｰﾄ・ ｽｰﾊﾟ

ｰ 

ﾏｰｹｯﾄ 

 

15～ 30ℓ/㎡ 10 
延 べ面 積 1㎡

当 たり 
 

従 業 員 分 ・ 空 調 用 水 を含

む 

小 ・ 中 ・ 普 通 高  

等 学 校  

 

大 学 講 義 棟  

70～ 100ℓ/人  

 

 

2～ 4ℓ/㎡ 

9 

 

 

9 

（ 生 徒 ＋ 職 員 ）

1人 当 たり 

 

延 べ面 積 1㎡

当 たり 

 

教 師 ・ 従 業 員 分 を含 む 

ﾌﾟｰﾙ用 水 （ 40～ 100./人 ）  

は別 途 加 算  

実 験 ・ 研 究 用 水 を含 む 

劇 場 ・ 映 画 館  
25～ 40ℓ/㎡ 

0.2～ 0.3ℓ/人  
14 

延 べ面 積 1㎡

当 たり 

入 場 者 1人 当

たり 

 
従 業 員 分 ・ 空 調 用 水 を含

む 

ターミナル駅  

普 通 駅  

10ℓ/1000人  

3ℓ/1000人  

16 

16 

乗 降 客 1000人

当 たり 

乗 降 客 1000人

当 たり 

 

列 車 給 水 ・ 洗 車 用 水 は別

途 加 算  

従 業 員 分 ・ 多 少 のテナント

分 を含 む 

寺 院 ・ 教 会  10ℓ/人  2 
参 会 者 1人 当

たり 
 

常 住 者 ・ 常 勤 者 分 は別 途

加 算  

図 書 館  25ℓ/人  6 
閲 覧 者 1人 当

たり 
0.4人 /㎡ 常 勤 者 分 は別 途 加 算  

注 １ ） 単 位 給 水 量 は設 計 対 象 給 水 量 であり、年 間 １ 日 平 均 給 水 量 ではない。 

注 ２ ） 備 考 欄 に付 記 のない限 り、空 調 用 水 、冷 凍 機 冷 却 水 、実 験 ・ 研 究 用 水 、プロセス用 水、プール・ サウ

ナ用 水 等 は別 途 加 算 する。 

（ 空 気 調和 ・ 衛 生工 学 便 覧  第 11版による）  
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※有 効 面積 の取扱 い 

業  態  
有 効面 積  

当 たりの人 員  
該 当する部分  該当 しない部分  

共 同住 宅  
0.16 人 /㎡ 

(200～ 350ℓ/人 ) 

寝 室 、個 室 など、主 として居 住 者  

が就 寝 可 能 なスペースのみとする。 

  ただし、ワンルームマンションについて

は居 間 兼 食 事 室 の面 積 の1/2とする。 

廊 下 、玄 関 、台 所 、押 し 

入 れ、物 入 れ、風 呂  

トイレ、洗 面 所 等 。 

事 務所  

官 公庁  

0.2 人 /㎡ 

(60～ 100ℓ/人 ) 

主 として勤 務 者 が事 務 等 を行 うス 

  ペースで、机 、イス、テーブル等 を含 め

て区 画 された一 部 屋 の面 積 とする。 

ロッカー室 、宿 直 室 、 

会 議 室 、資 料 室 、トイレ、

廊 下 等 フルタイムで使 用

しない部 分 。 

 

 

3.3 貯 水槽 の容量  

① 貯 水 槽 の有 効 容 量 は、計 画 使 用 水 量 、使 用 時 間 及 び受 水 槽 流 入 量 等 を考 慮 して決 め、

次 の式 を標 準とする。 

１ 日 当 り計 画使 用 水量  

有 効容 量 ＝                       ×４ ～６ 時間  

１ 日 当 り使 用時 間  

② 高 置 水槽 を設 置する場合 の有効 容 量 は次 の式を標 準 とする。 

１ 日 当 り計 画使 用 水量  

有 効容 量 ＝                       ×0.5～ １ 時 間  

１ 日 当 り使 用時 間  

③ 副 貯 水槽 の有効 容 量 は、越 流、水 撃作 用 等 による事 故を防 ぐためボールタップの吐 水 量

及 び閉 止時 間 を考 慮して定めること。 

④ 消 火 用水 槽 との兼用  

水 質保 全 のため、消 火 用 水は原 則 として別 水 槽とすること。消 火 用水 を貯 水 槽 容 量に

兼 ねる場 合でも、その容 量 は１ 日の使 用量 の範囲 内 とすること。 

 

3.4 補 給水 量  

① 貯 水 槽への給 水 管の口 径は、次 式により求 められる補給 水 量を満 足 する給 水管 口 径 が

必 要である。 

１ 日 当 り計 画使 用 水量  

補 給水 量 ＝  

１ 日 当 り使 用時 間  

② 給 水 管は、メーターと貯水 槽 の吐 水口 との間 で分 岐 してはならない。ただし、２ 以 上の貯

水 槽への分 岐 において、各貯 水 槽の流 量が当 該メーターの性 能 範囲 内 である場合 は、こ

の限りでない。 
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４．  水理計算書の提出 

次 のような場 合 は、水 理 計 算書 を提 出しなければならない。 

① 一 般 家庭 用 を除く直 結式 の場 合  

② 貯 水 槽式 の場合  

③ その他 水道 課が必 要 と認 めた場 合  

 

５．  給水管の口径決定 

5.1 口 径決 定  

(1) 給水 管 の口 径 は、分 岐 する配 ・ 給 水 管の最小 動 水 圧の時 においても、計画 使 用 水量 を

十 分に供 給できる大きさとし、かつ、使 用 量に比 し著 しく過 大でないことが必 要 であり、計 画

使 用水 量 、水 圧 、水道 メーターの性 能、損 失 水頭 及 び給 水器 具 の同 時 使 用率 等 を考慮

して定 めなければならない。 

(2) 給水 区 域 内における設 計水 圧 は、配 水 管 最小 動 水圧 を0.196MPa(2.0kgf/㎝２ )とする。 

ただし、水道 課 が別 に定 める地域 にあってはこの限 りでない。 

(3) 水理 計 算にあたっては、給 水 栓の立 上り高さと計 画使 用 水 量に対 する各 種損 失 水 頭

（ 管 の流入 及 び流 出口 、管継 手 類、水 道 メーター、水 栓類 による損 失水 頭 並 びに摩擦 に

よる損 失 水 頭等 ） を加 えたものが、取出 し配水 管 の最 小動 水 圧 の水 頭 以下 になるように定

めること。（ 図5.5.1）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図5.5.1 動 水 勾配 線 図  

 

ただし、将来 の使用 水 量 の増 加、配 水管 の水圧 変 動等 を考 慮して、ある程度 の余 裕水 頭

を確 保しておく必 要 がある。 

なお、最 低 作 動 水 圧 を必 要 とする給水 用 具 がある場 合 は、給 水 用 具 の取 付 部 において、

５ ｍ 程 度（ メーカー各 社 の製 品 によって最低 作 動水 圧 が異なるので確認 要 ） の水頭 を確 保

し、また先 止 め式 瞬 間湯 沸 器 で給 湯管 路 が長い場 合は、混合 水 栓 やシャワーなどにおい

て所要 水 量を確 保 できるようにすることが必 要 である。 

さらに、給水 管 内の流 速 は、過 大にならないよう配 慮することが必 要である。（ 空 気調 和 ・

衛 生工 学 では2.0ｍ /ｓ 以下 としている。）  
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口 径決 定 の手 順 （ 図5.5.2） は、まず給 水用 具 の所 要 水量 を設 定し、管 路の各 区間 に

流 れる流量 を求 める。次 に口 径 を仮定 し、その口 径で給水 装 置 全体 の所 要 水 頭が、配水

管 の水 圧 以下 であるかどうかを確 かめ、満たされている場合 はそれを求 める口 径 とする。 

 

 

 

 

各 給水 用 具の所 要水 量 の設定  

 

同 時使 用 給水 用 具の設 定  

 

各 区間 流 量の設 定  

 

口 径の仮 定  

 

給 水装 置 末端 からの水理 計 算  

 

各 区間 の損失 水 頭  

 

各 区間 の所要 水 頭  

 

各 分岐 点 の所 要 水頭  

 

 

  

給 水装 置 全体 の所要            ＮＯ  

水 頭が、配水 管 の水 圧 以 下  

であるか  

 

Ｙ Ｅ Ｓ  

 

終  了  

 

図5.5.2 口 径 決定 の手順  
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5.2 損 失水 頭  

損 失水 頭 には、管の流 入 、流 出 口における損 失水 頭 、管の摩擦 による損 失 水頭 、水道 メ

ーター、給 水用 具 類 による損 失水 頭 、管 の曲 がり、分岐 、断面 変 化 による損 失水 頭 等があ

る。 

これらのうち主なものは、管の摩 擦損 失 水 頭 、水道 メーター及び給水 用 具 による損失 水 頭

であって、その他のものは計算 上 省 略しても影響 は少 ない。 

有 効水 頭 とは、配水 管 の計 画 最小 動 水 圧の換 算 高 （ H） から給 水栓 の配水 管 中心 高 より

の立ち上がりの高 さ（ ｈ‘） を差し引 いたものである。 

(注) Σｈ ≦H－ ｈ ‘のとき、管 の口 径 は最 も経 済 的 である。)Σｈ がH－ ｈ ‘に比べて小さいの

はかまわないが、小さ過ぎるのは管 の口径 が過 大 であるため適 当でない。経 済的 口 径

を選 ぶためには 

   Σｈ がH－ｈ‘を越 さない程度 に近づけるように工夫 する必 要 がある。 

 

(1) 給水 管 の摩 擦 損 失水 頭  

給 水管 の摩擦 損 失水 頭 の計算 は、口 径 50ｍ ｍ 以下 の場合 はウエストン（ Weston） 公式

により、口 径75mm以 上の管 についてはヘーゼン・ウィリアムス(Hazen･Williams)公式 によ

る。 

ア  ウエストン公 式 （ 口 径 50mm 以下 の場合 ）  

ｈ ＝  （  0.0126 ＋  0.01739－0.1087Ｄ  ）   ・   Ｌ     ・   Ｖ 2 

√Ｖ                 Ｄ        2ｇ      

   πＤ 2 

Ｑ ＝          ・ Ｖ  

4 

ここに、ｈ ： 管 の摩 擦 損失 水 頭（ ｍ ）  

Ｖ ： 管 の平 均 流速 （ ｍ ／sec）  

Ｌ ： 管 の長さ（ ｍ ）  

Ｄ： 管の口 径（ ｍ ）  

ｇ： 重 力 の加 速 度（ 9.8ｍ ／sec2 ）  

Ｑ ： 流 量（ ｍ 3／ sec）  

ウエストン公 式による給水 管 の流 量 図及 び流 量 表 は、図 5.5.3 及び表5.5.1 のとおりで

ある。 

 

イ  ヘーゼン・ウィリアムス公 式 （ 口 径75mm 以上 の場合 ）  

ｈ ＝ 10.666・ Ｃ -1 .85・ Ｄ -4 .87・ Ｑ 1 . 85・ Ｌ  

Ｖ ＝0.35464・ Ｃ ・ Ｄ 0 .63・ Ｉ 0 .54 

Ｑ ＝0.27853・ Ｃ ・ Ｄ 2 . 63・ Ｉ 0 .54 

ｈ  

ここに、Ｉ： 動水 勾 配＝        ×  1000  

Ｌ  

               Ｃ： 流 速係 数                                      C値 表（ 新設 管 ）  

                                                                             

                        

             

ヘーゼン・ ウィリアムス公 式 による給水 管 の流 量 図及 び

流 量表 は、図 5.5.4 及び表5.5.2 のとおりである。 

管     種  Ｃ の値  

塩 化ビニル管  １４ ０  

鋳  鉄  管  １２ ０  

鋼     管  １０ ０  
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(2) 各種 給 水 用具 による損 失  

水 栓類 、水道 メーター、管 継 手部 等 による水 量と損 失 の関係 は、図5.5.5 のとおりであ

る。なお、図 に示していない給水 用 具類 の損 失 水 頭 は、製 造会 社 の資料 などを参 考 にし

て決めること。 

(3) 各種 給 水 用具 類 などによる損 失 水頭 の直 管換 算 長  

給 水管 の摩擦 以 外の損 失 水頭 で給 水 装置 に取り付 ける分 水 器具 、止水 栓 、水 道メー

ター、水 栓及 び継 手 等によって生 ずる損 失 水頭 は、直 管延 長 に換 算 する。 

直 管換 算 長とは、水 栓 類 、水 道 メーター、管 継手 部 等による損失 水 頭がこれと同口 径 の

直 管の何 メートル分 の損失 水 頭に相 当するかを直 管 の長 さで表 したものをいう。（ 表 5.5.3）  

直 管換 算 長の求 め方 の手順 は次のとおりである。 

ア  各 種 給水 用 具の標 準 使用 流 量に対 応する損失 水 頭（ ｈ ） を図 5.5.5 などから求 める。 

イ  図 のウエストン公式 流 量図 から、標準 使 用 流量 に対する動水 勾 配（ Ｉ） を求める。 

ウ  直管 換 算長 （ Ｌ ） は、Ｌ ＝（ ｈ ／Ｉ ） ×1000 である。 

 

5.6 参 考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図5.5.3 ウエストン公 式 による給 水管 の流 量 図  
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Ｑ ＝（ πＤ 2／ ４ ） ・ Ｖ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表5.5.1 ウエストン公 式 による流 量表  
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図5.5.4 ヘーゼン・ウィリアムス公 式 図表  
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Ｑ ＝0.27853・ Ｃ ・ Ｄ 2 . 63 ・ Ｉ 0 . 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表5.5.2 ヘーゼン・ウィリアムス公 式 流量 表  
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Ｑ ＝0.27853・ Ｃ ・ Ｄ 2 . 63 ・ Ｉ 0 . 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表5.5.2 ヘーゼン・ウィリアムス公 式 流量 表  
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図5.5.5 各 種 給水 用 具の標 準使 用 水 量に対する損 失水 頭  
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図5.5.5 各 種 給水 用 具の標 準使 用 水 量に対する損 失水 頭  
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「水道施設設計指針2012 版」及びメーカー資料による

100.0

200.0

1,050.0

φ40 12.0

63.0φ75

口径

φ30

最大流量　（瞬時的使用の場合）

(㎜)

φ20 3.0 50.0

φ50 40.0 666.6

66.6

6.0

φ25 4.0

(㎥/h) (ℓ/min)

φ13 1.5 25.0

2,600

4.0 ～ 40 390.0

100

170

4,100

260

700

420

1日24時間使用の時

0.4 ～ 4 50.0

月間使用量
（㎥/月）

30.0

0.4 ～ 6.5

最 大 流 量

（㎥/ｈ） （㎥/日）

適正使用流量範囲

20.0

12.0

80.0

250.02.0 ～ 20

0.23 ～ 2.5

0.2 ～ 1.6

0.1 ～ 1

5.4 メーター口径 の決 定  

(1) メーター口 径の決 定 にあたっては、給 水 装置 の使用 実 態に照 らして適 正 な口径 を決 定し

なければならない。なお、メーターは、給 水管 と同 口 径のものを設置 しなければならない。 

(2) メーターの性能  

メーターの最 大流 量 は表5.5.4 のとおりである。計画 最 大 使用 水 量は、メーターの性能

を超 過してはならない。 

したがって、給 水 管口 径 決 定に際しては、メーターの性 能 範囲 に留意 して計算 を行うこと。 

 

表5.5.4 メーターの最 大 流量               参 考 適 正使 用 流 量範 囲  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 給 水 主管 の決定  

給 水主 管 と分 岐する小 管 の数 との関係 は次式 及 び表5.5.5 のとおりとする。 

ただし、水圧 に影響 のある地形 などの場 合 は別 途 考 慮すること。 

Ｄ    
Ｎ ＝ （      ） 2 . 5       Ｄ＝  （  Ｎ .d 2 .5 ）  1 /2 . 5  
      ｄ     

Ｎ  ：  小 管 の数  

Ｄ ：  大 管の直 径  

ｄ  ：  小 管の直 径   

 

 

         表 5.5.5 給 水主 管 に対 する分 岐 数  

枝 管  

主 管  
20 25 40 50 75 100 

20㎜ 1      

25㎜ 2 1     

40㎜ 6 3 1    

50㎜ 10 6 2 1   

75㎜ 27 16 5 3 1  

100㎜ 56 32 10 6 2 1 
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5.5 メーター口径 の減 径 及 び改 造工 事 について 

給 水装 置 の改 造 工事 において、所 要 水量 が大 きく変化 した場 合 はメーター性 能に応 じた

口 径減 径 も必 要 となるので、使 用水 量 の実 態 を考 慮 しメーターの口径 減 径 を特に必要 とする

場 合は次 の各 項 により取 り扱うものである。（ 貯 水 槽 以 下 のメーター口 径減 径 も同じ取 り扱 い

とする。）  

 

(1) メーター減 径の適 用 口径 及び配 管  

① φ50㎜以下 は２ サイズまでの口径 減 径とする。 

② φ75㎜以上 は1サイズまでとする。 

③ 口 径 減径 工 事はメーター前 後共 1.0ｍ の給 水 管 でメーター口 径 と同 口 径の配 管替 えを

行 うこと。 

(2) メーター減 径に伴 う改 造 工 事  

① 給 水 栓の数 が必 要口 径 に合致 していること。 

② 給 水 器具 （ 瞬 間 湯沸 器 等 ） が口 径 減径 するメーター口 径以 下 であること。 

③ 貯 水 槽以 下 の装 置 で、給 水管 が特に老朽 化 している場合 は、口径 減 径 した場 合でも

十 分な水 圧、使 用 水量 が確保 できること。 

④ 貯 水 槽以 下 の装 置 で、高 置水 槽 方 式 を採 用している場 合 は、各 階（ 特に上 層 階） に

おいて口径 減 径した場 合 でも十 分 な水 圧 、使 用 水 量が確保 できること。 

※ 大 便 器のフラッシュバルブは給水 管 （ メーター口径 ） がφ25㎜以 上であること。 

(3) その他  

配 管の改 造工 事 の構 造 については、給水 装 置 工 事 設 計施 工 基準 に適合 すること。 

 


